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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月18日(2011.8.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
水及び添加剤を内包したアルギン酸塩のカプセルを、両性界面活性剤及びカプセル膨潤剤
を有し、ｐＨが５．５～７．５に調整された洗浄液に浮遊させたことを特徴とする洗浄剤
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　以上のような状況に鑑み、本発明者は鋭意研究の結果本発明皮膚洗浄剤を完成したもの
であり、その特徴とするところは、水及び添加剤を内包したアルギン酸塩のカプセルを、
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両性界面活性剤及びカプセル膨潤剤を有し、ｐＨが５．５～７．５に調整された洗浄液に
浮遊させた点にある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　次に本発明洗浄剤の本体ともいうべき洗浄液を調整する。
　この洗浄液は、洗浄成分としては両性界面活性剤である。これにノニオン活性剤を加え
てもよい。しかし、カチオンやアニオンのようなイオン性のものはカプセルが破壊される
ため添加しない。
　両性界面活性剤としては、ラウリルベタイン、コカミドプロピルべタイン等が好適であ
る。これらは１種でも複数でもよい。
　活性剤の混合量としては、７～３０重量％がよく、特に１０～２０重量％が好適である
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　この洗浄液は、ｐＨが５．５～７．５に調整されている。この理由はこの範囲のｐＨに
しなければカプセルが壊れるためである。両性活性剤とカルボキシビニルポリマーでは通
常は酸性（ｐＨ３～５程度）となるため、ｐＨを５．５～７．５にするためｐＨ調整剤を
加えて調整する。ｐＨ調整剤は水酸化カリウムや水酸化ナトリウムのようなアルカリでよ
い。
　また、ｐＨ調整剤なしでｐＨが５．５～７．５に入っていればｐＨ調整剤は不要である
。
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